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2011 年 12 月期 第4 四半期配当および 2012 年 12 月期配当方針のお知らせ 

 

当社は、本日の取締役会におきまして、2011 年12 月31 日を基準日とする剰余金の配当（2011 年12 月期 第4

四半期配当）と 2012 年 12 月期の配当方針について、下記の通りとすることを決議しましたのでお知らせいたしま

す。 

記 

 

1. 2011 年12 月期 第4 四半期配当について 

(1) 配当の内容 
 

決議内容 
直近の予想 

（2011 年10 月28 日公表） 

基準日 2011 年12 月31 日 2011 年12 月31 日 

1 株当たり配当金 0 円 未定 

   
(2) 理由 

2011 年度の経営成績と当社の配当方針を勘案した結果、年間配当額を最低保証配当額である 20 円とするこ

ととしました。既に第1 四半期から第 3 四半期までの合計で 1 株につき 20 円の配当金をお支払いしているた

め、第4 四半期の配当については、誠に遺憾ながら見送らせて頂くことといたしました。 
 
2. 2012 年12 月期の配当方針について 

2012 年12 月期において、当社配当方針に変更はありません。 
 
【配当方針】 
・ 年間事業計画および基準配当性向（25%～30%）に基づき、期初に年間の基準配当額を決定し、それを 4

分割した金額を四半期ごとに支払う。ただし、安定的な配当を保証するため、年間の基準配当額は1株につき

20 円以上とする。 
・ 連結業績を反映させるため、連結当期純利益と基準配当性向から算出した配当額が基準配当額を上回った

場合には、当該超過額を第4 四半期配当時に基準配当額に追加してお支払いする（下表”α”部分）。 
 

2012 年12 月期の配当予定は下表のとおりです。 

事業年度 第1 四半期 第2 四半期 第3 四半期 第4 四半期 年間合計 

2012 年度（予定） 5 円 5 円 5 円 5 円+α 20 円+α 

 
以上 


